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下垂体患者の会 定款 

 

前文 

当会は、「患者同士で手をつなごう よく知ろう 声を上げよう」をテーマに、2005 年 12 月、東京と

京都の下垂体疾患患者が設立に着手し、2006年 6月 17日に設立された。 

 

第１章 総則 

（名称） 

第１条 当会の名称は『下垂体患者の会』（かすいたいかんじゃ の かい）とする。 

２． 当会の略称は『下垂会』(かすいかい)とする。 

（事務所） 

第２条 当会は、主たる事務所を千葉県柏市に置く。 

 

第２章 目的および活動 

（目的） 

第３条 当会は、以下の目的を実現するために活動する。 

下垂体関連疾患の患者(詳細については、別途細則にて定める)とその家族のために、正しい

情報の提供、治療・研究促進のための協力、社会への啓発活動、更に患者の QOL 向上に繋

がる各種活動を主たる目的とする。 

（活動） 

第４条 当会は、以下の活動を行う。 

① 病気の原因究明への貢献 

② 病気の治療に関する知識の啓発 

③ 患者とその家族への支援 

④ 当会と同じような目的を持った団体との協力 

⑤ その他、当会の目的を達成するための事業 

⑥ 患者の QOL向上に資するため、法律や制度の拡充への働きかけ 
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第３章 運営方針 

（運営方針） 

第５条 当会は、あらゆる医療機関・製薬会社・医療関係者から独立した立場を取る。 

第６条 当会は、あらゆる政党・政治団体と均等の立場を取る。 

第７条 当会は、宗教的に中立の立場を取る。 

第８条 当会は、医学的に効果が証明されない療法や健康食品などとは一線を画する。 

 

第４章 会員 

（種別） 

第９条 会員は、正会員と賛助会員で構成する。 

（正会員） 

第１０条 正会員は、患者本人とその家族とする。 

第１１条 正会員は、当会の運営に関する議決権を持つ。 

（賛助会員） 

第１２条 賛助会員は、当会の趣旨に賛同する個人・団体とする。 

第１３条 賛助会員は、当会の運営に関する議決権を持たない。 

（入会・退会） 

第１４条 入会及び、退会は任意とし、入会の申し込みを受理し、入会金及び年会費が納入された時から、

退会届が受理された時までとする。 

（入会金・年会費） 

第１５条 入会金・年会費は、別途細則に記載の通りとする。 

第１６条 既納の入会金・年会費およびその他の拠出金品は、返還しない。 

（会員の除名） 

第１７条 以下の①～④に該当する時、会員を除名することがある。除名方法等については、別途細則の

通りとする。 

① 定款に違反したとき 

② 当会並びに特定の会員の名誉を傷つける行為をしたとき 

③ 当会の目的に反する行為をしたとき 

④ その他、除名すべき正当な理由があるとき 

 

 

（会員資格の喪失） 

第１８条 以下のとき、会員はその資格を喪失する。 

① 退会届を提出したとき 

② 本人が死亡したとき 

③ ３年以上会費を滞納したとき 

④ 除名されたとき 
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第５章 役員 

（役員） 

第１９条 当会に、以下の役員をおく 

① 理事 若干名(うち、代表理事 １名・監事 １名) 

② 事務局長 １名、会計責任者 １名 

（理事の選任） 

第２０条 理事は、正会員の中から選出する。 

第２１条 理事は、理事会の承認を経て総会で選任される。 

（代表理事の選任） 

第２２条 代表理事は、理事の互選により選出し、総会の承認を経て選任される。 

（事務局長および監事の選任） 

第２３条 事務局長および監事は、代表理事が推薦する。 

第２４条 事務局長および監事は、理事会の承認を経て選任される。 

（代表理事の職務） 

第２５条 代表理事は、当会を代表しその業務を総理する。 

第２６条 正当な理由により職務を全うできないときは、事務局長が代行する。 

（理事の職務） 

第２７条 理事は、以下の職務を行う。 

① 代表理事の業務を補佐する 

② 理事会を構成する 

③ この定款および理事会の議決に基づき、職務を執行する 

（監事の職務） 

第２８条 監事は、以下の職務を行う。 

① 理事の業務執行の状況を監査する 

② 当会の資産状況を監査する 

③ 監査の結果、以下の事実を発見したときには、これを総会に報告する 

(ア) 理事の業務執行に関する不正行為 

(イ) 当会の資産に関する不正行為 

(ウ) 法令もしくは定款に違反する重大な事実 

④ 必要に応じて、理事会を招集し意見を述べる 

⑤ 必要に応じて、総会の招集を請求する 

（任期） 

第２９条 役員の任期は１年とする。ただし、再任を妨げないものとする。 

第３０条 役員の任期は事業年度と同一とする。 

第３１条 補欠のためまたは増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者または現任者の任

期の残存期間とする。 

第３２条 役員は、辞任または任期満了後においても後任者が就任するまではその職務を行わなければ

ならない。 
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（解任） 

第３３条 以下のとき、理事を総会の議決をもって解任することができる。 

① 職務上の業務違反行為があったとき 

② 理事としてふさわしくない行為があったとき 

（報酬ならびに職務遂行にかかる費用） 

第３４条 職務を遂行するために要した費用は、当会にて負担するものとする。 

第３５条 日当ならびに、報酬については別途定めるものとする。 

 

第６章 総会 

（種別） 

第３６条 通常総会と臨時総会の２種とする。 

（構成） 

第３７条 総会は、正会員をもって構成する。 

（通常総会） 

第３８条 事業年度毎に１回開く。 

（臨時総会） 

第３９条 以下のとき、臨時総会を開くことができる。 

① 代表理事が招集したとき 

② 正会員数の１０分の１以上から招集要請があったとき 

③ 監事が招集したとき 

（招集） 

第４０条 第４0条３項の場合を除き、代表理事が招集する。 

（開催周知） 

第４１条 日時・場所・目的を会員に周知する。 

第４２条 メール並びに書面により議決内容を通知し、一定期間の異議申し立て期間を設ける事により実

開催のかわりとする事も出来るものとする 

（定足数） 

第４３条 正会員数の１０分の１以上の出席を必要とする。 

第４４条 やむを得ない理由のため総会に出席できない場合、あらかじめ通知された事項について書面も

しくは電子メールなどをもって表決し、または他の会員を代理人として表決委任することができ

る。 

２． 前項で表決した会員は、総会に出席したものとみなす。 

（議長） 

第４５条 総会の議長は、出席した会員の中から選出する。 

（議決事項） 

第４６条 以下のことを議決する。 

① 定款の変更 

② 解散・合併 
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③ 事業報告・収支決算 

④ 理事の選任・辞任・解任 

⑤ 総会に付議すべき事項 

⑥ 総会議決事項の執行にかかわる事項 

（議決成立要件） 

第４７条 出席した会員の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。 

第４８条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。 

 

第７章 理事会 

（理事会） 

第４９条 理事会は、以下のときに開催する。 

① 代表理事が必要と認めたとき 

② 理事総数の２分の１以上から、会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求

があったとき 

③ 監事からの招集の請求があったとき 

第５０条 理事会は、代表理事が招集する。 

（構成） 

第５１条 理事会は、理事をもって構成する。 

（定足数） 

第５２条 理事会の開会には、理事総数の２分の１以上の出席を必要とする。 

第５３条 やむを得ない理由のため出席できない場合は、あらかじめ通知された事項について書面もしく

は電子メールなどをもって表決することができる。 

２． 前項で表決した理事は、理事会に出席したものとみなす。 

（議決事項） 

第５４条 理事会では、別途細則に定めた内容について議決する。 

（議決成立要件） 

第５５条 理事総数の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。 

第５６条 理事会における各理事の表決権は、平等なるものとする。 

第５７条 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議決に加わることができない。 
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第８章 資産および会計 

（事業年度） 

第５８条 当会の事業年度は、６月１日から翌年５月３１日までとする。 

（資産） 

第５９条 当会の資産は、以下に掲げるものとする。 

① 設立当初の財産目録に記載された資産 

② 入会金および年会費 

③ 寄付金品 

④ 財産から生じる収入 

⑤ 事業に伴う収入 

⑥ その他の収入 

第６０条 当会の資産は、会計責任者が管理する。 

第６１条 会計責任者は、事務局長が正会員から選任し理事会の承認をもって選出する。 

（決算） 

第６２条 会計年度終了後に会計責任者により決算報告書としてまとめ、理事の確認後監事の承認をもって当 

該年度の会計決算を終了することする。 

※その際、別途当該年度の活動報告も資料として添付することとする。 

 

第９章 定款の改訂及び解散 

（定款の変更） 

第６３条 本定款に改訂が必要となった場合、理事会の確認後総会による議決をもって改訂出来るものとする。 

※ただし、別途定める規定については理事会の議決により改訂を行えるものとする。 

（会の解散） 

第６４条 本会の継続運営が困難と判断した際に、総会による議決をもって会を解散することがある。その際、第

16条の定めの通り個別に会費の返還等は行わないが、別途理事会より残余財産の取り扱いについて

提示し併せて議決を行うこととする。 


